
青梅市規則第２２号

青梅市職員の旅費に関する条例施行規則を公布する。

令和８年５月１４日

青梅市長 大勢待 利 明



青梅市職員の旅費に関する条例施行規則

（目的）

第１条 この規則は、青梅市職員の旅費に関する条例（昭和２６年条例第

１３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを

目的とする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の

例による。

（旅行役務提供者等）

第３条 条例第２条第５号に規定する市規則で定める者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４第１項に規定す

る旅行業者

(2) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条第１項に規定する

鉄道運送事業者および軌道法（大正１０年法律第７６号）第４条に規

定する軌道経営者

(3) 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２３条の３第２項に規

定する船舶運航事業者

(4) 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定する航

空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第７項第３号に規

定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する旅

館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第７条第１項に規

定する一般貨物自動車運送事業者および貨物利用運送事業法（平成元

年法律第８２号）第５５条第１項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）第３１条に規定する登録

包括信用購入あっせん業者（市との契約によりカード等（同法第２条

第３項第１号に規定するカード等をいう。次項において同じ。）を前各

号に掲げる者が提供する役務その他の旅行にかかる役務の対価の支払



のみのために旅行者に提供する場合に限る。）

２ 条例第２条第５号に規定する市規則で定めるものは、役務およびカー

ド等とする。

（旅行命令）

第４条 旅行命令は、旅行命令書兼旅費計算書（様式第１号または様式第

２号。以下「命令書」という。）により行わなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、命令書は、電子計算組織を利用して職員の

勤務状況の管理等に関する事務を総合的に処理する情報処理システムに

所要事項を入力することにより記録した電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

た記録をいう。）によることができる。

（旅費の請求手続）

第５条 旅費（概算払にかかる旅費を含む。）の支給を受けようとする旅行

者および概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしよう

とする者は、命令書または旅費計算書（様式第３号または様式第４号）

に条例第８条第５項に規定する資料（以下「必要書類」という。）を添え

て、これを支払担当者等に提出しなければならない。この場合において、

必要書類の全部または一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅

費額のうち当該必要書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明ら

かにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

２ 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のた

め旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日

から起算して２週間以内に、当該旅行について、前項の規定による旅費

の精算をしなければならない。

３ 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合に

は、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

（旅費の調整）

第６条 条例第１９条に規定する旅費の調整は、次の各号に該当する場合

において、旅行命令権者は、当該各号に掲げる基準により、旅費の調整

を行うものとする。

(1) 旅行者が交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行し

たため鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費ま



たは包括宿泊費を支給することが適当でない場合には、支給しないも

のとする。

(2) 旅行者が定期乗車券を利用して旅行した場合で、現に要した鉄道賃

およびその他交通費（以下この号において「交通費」という。）の額が

正規の旅費の額に満たないときは、その現に要した交通費の額を支給

するものとする。

(3) 宿泊を伴う旅行で宿泊施設が指定され、当該宿泊施設の宿泊費が宿

泊費基準額を上回る場合は、その現に要した宿泊費の額を支給するも

のとする。

(4) 旅行者が、旅行中自宅（住所または居所もしくはこれに相当する場

所をいう。）に宿泊する場合は、当該宿泊にかかる宿泊手当および宿泊

費は支給しない。

(5) 青梅市以外の者から旅費の全部または一部の支給を受けて旅行した

場合には、その額を控除した旅費を支給する。

（委任）

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、青梅市長が別に定め

る。

付 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、適用日以後、施行日までの間に提出された命令

書および旅費計算書については、この規則の規定にもとづき提出された

ものとみなす。

（青梅市職員の旅費に関する条例第７条に規定する在勤庁から片道５０

キロメートル以内の地域への出張の区域に関する規則の廃止）

３ 青梅市職員の旅費に関する条例第７条に規定する在勤庁から片道５０

キロメートル以内の地域への出張の区域に関する規則（平成１８年規則

第７号）は、廃止する。



様式第１号（第４要関係）

旅 行 命 令 書 兼 旅 費 計 算 書

年 月

円

（市区町村名）

（旅行先）

（用務） 定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（市区町村名）

（旅行先）

（用務） 定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（市区町村名）

（旅行先）

（用務） 定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（市区町村名）

（旅行先）

（用務） 定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（市区町村名）

（旅行先）

（用務） 定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

※ 所属課 → 職員課 → 所属課 → 予算配当課（支出命令伝票に写しを添付し会計課へ）

予算配当課

対 象 年 月 所　　　属 職 員 コ ー ド 氏　　　名 内　線 係　長 課　長

予　算　配　当　課 款 項 目 事業 節 細節 職員課確認 旅費執行額 副校長 校　長

　　所属課に同じ

　　他課（　　　　　　）

旅　行　先

用　　　務
旅行日 経　　　路

上司の
決裁欄

旅　費　額 備　　　考

日

～

日

日

～

日

日

～

日

日

～

日

日

～

日



様式第２号（第４条関係）

旅 行 命 令 書 兼 旅 費 計 算 書
旅 行 命 令 決 裁 欄

旅 行 者 ※ 太枠の中は、職員課記入欄

旅 行 内 容 お よ び 計 算 書 概 算 払 一 般

所属課→職員課→所属課→予算配当課→会計課（支出命令伝票に写しを添付）

甲

乙

丙

丁

担当者 係 長 課 長 部 長 副市長 市 長 （注）職員課計算終了後

必ずコピーを取ってください

（各課保管用、精算用として）。

職員コード 氏 名 概算旅費額 職員課 再計算旅費額 職員課

円 円

円 円

円 円

円 円

予 算 配 当 課 名 所 属 会計 款 項 目 節 細節 事 業 伝票№ 連絡先
担当者名 内線番号

概 算 額 再 計 算 １変更なし ２変更あり

旅 行 日 年 月 日～ 月 日（ 泊 日） 年 月 日～ 月 日（ 泊 日）

旅 行 先
区市町村名： 精 算 内 容

用 務

経 路

公 用 車 有 無 その他( )

旅行区分 特別職随行 一般職単独 外部団体随行

人 員
特別職（ 人） 職員（参事 人、主事 人）

外部団体（ 人）

特記事項

負担金等別支出→ 無 有 ( 宿泊費 ･ 交通費 )

食事付宿泊（朝または夕含： 日、 朝および夕含： 日）

その他( )

経 路

交 通 費
１人 円× 人 １人 円× 人

交通費合計(A) 円 交通費合計(A) 円

宿 泊 費
円× 夜× 人 円× 夜× 人

宿泊費合計(B) 円 宿泊費合計(B) 円

包 括
宿 泊 費

１人 円× 人 １人 円× 人

包括宿泊費合計(C) 円 包括宿泊費合計(C) 円

宿泊手当

満額 2,400円× 日× 人＝ 円

朝または夕含 1,600円× 日× 人＝ 円

朝および夕含 800円× 日× 人＝ 円

満額 2,400円× 日× 人＝ 円

朝または夕含 1,600円× 日× 人＝ 円

朝および夕含 800円× 日× 人＝ 円

宿泊手当合計(D) 円 宿泊手当合計(D) 円

旅 費 額 (A)+(B)+(C)+(D)= 円 (A)+(B)+(C)+(D)= 円

□ 戻 入 れ 額
□ 不 足 額 円



様式第３号（第５条関係）

旅　費　計　算　書

年 月

円

（旅行先）

（用務）

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（旅行先）

（用務）

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（旅行先）

（用務）

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（旅行先）

（用務）

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

（旅行先）

（用務）

　　 公用車有　　　   借上バス有

　　 その他(　　　　　　　　　　) 円

※ 所属課 → 職員課 → 所属課 → 予算配当課（支出命令伝票に原本を添付し会計課へ）

予算配当課

対 象 年 月 所　　　属 職 員 コ ー ド 氏　　　名 内　線 係　長 課　長

予　算　配　当　課 款 項 目 事業 節 細節 職員課確認 旅　費　執　行　額

　　所属課に同じ

　　他課（　　　　　　）

旅　行　先

用　　　務

（市区町村名）

定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

（市区町村名）

定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

（市区町村名）

定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

（市区町村名）

定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

（市区町村名）

定期重複区間(　　　)駅～(　　　)駅

旅行日 経　　　路 旅　費　額 備　　　考

日

～

日

日

～

日

日

～

日

日

～

日

日

～

日



様式第４号（第５条関係）

旅 費 計 算 書

旅 行 者 ※ 太枠の中は、職員課記入欄

旅 行 内 容 お よ び 計 算 書 概 算 払 一 般

所属課→職員課→所属課→予算配当課→会計課

（注）概算払いの場合・・・職員課計算終了後にコピーを取り、支出負担行為伺兼支出命令票（概算）に写しを添付し会計課へ。

また、精算報告書兼戻入命令票（概算）には原本を添付し会計課へ。

一 般 の 場 合・・・職員課計算終了後、支出負担行為伺兼支出命令票に原本を添付し会計課へ。

＊旅費計算書の予算配当課保管は不要です。

職員コード 氏 名 概算旅費額 職員課 再計算旅費額 職員課

円 円

円 円

円 円

円 円

予 算 配 当 課 名 所 属 会計 款 項 目 節 細節 事 業 伝票№ 連絡先
担当者名 内線番号

概 算 額 再 計 算 １変更なし ２変更あり

旅 行 日 年 月 日～ 月 日（ 泊 日） 年 月 日～ 月 日（ 泊 日）

旅 行 先
区市町村名： 精 算 内 容

用 務

経 路

公 用 車 有 無 その他( )

旅行区分 特別職随行 一般職単独 外部団体随行

人 員
特別職（ 人） 職員（参事 人、主事 人）

外部団体（ 人）

特記事項

負担金等別支出→ 無 有 ( 宿泊費 ･ 交通費 )

食事付宿泊（朝または夕含： 日、 朝および夕含： 日）

その他( )

経 路

交 通 費
１人 円× 人 １人 円× 人

交通費合計(A) 円 交通費合計(A) 円

宿 泊 費
円× 夜× 人 円× 夜× 人

宿泊費合計(B) 円 宿泊費合計(B) 円

包 括
宿 泊 費

１人 円× 人 １人 円× 人

包括宿泊費合計(C) 円 包括宿泊費合計(C) 円

宿泊手当

満額 2,400円× 日× 人＝ 円

朝または夕含 1,600円× 日× 人＝ 円

朝および夕含 800円× 日× 人＝ 円

満額 2,400円× 日× 人＝ 円

朝または夕含 1,600円× 日× 人＝ 円

朝および夕含 800円× 日× 人＝ 円

宿泊手当合計(D) 円 宿泊手当合計(D) 円

旅 費 額 (A)+(B)+(C)+(D)= 円 (A)+(B)+(C)+(D)= 円

□ 戻 し 入 れ 額
□ 不 足 額 円


